
規　制　内　容：車両全面通行止 （歩行者・自転車は通行可）

規　制　期　間：令和６年１０月１５日　～　令和７年３月３１日まで

規　制　日　時：月曜日から土曜日の午前８：３０～午後５：００まで
　　　　　　　　（※この時間帯以外は道路を開放予定です）

工　事　場　所：県道鏡野久世線（小座～土居）要田川付近

発　　注　　者：鏡野町役場 上下水道課　TEL (0868)－54－0001

施　工　業　者：株式会社 中西工業所 【下水道工事】

　　　　　　　：株式会社　メレック　【下水道ﾎﾟﾝﾌﾟ工事】
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